
  

                          

                    

酒
田
市
川
南
に
あ
る
旧
赤
川
河
川
敷
の
住
宅
街
に

移
り
住
ん
で
か
ら
十
五
年
余
り
に
な
る
。
歴
史
好
き
に

は
良
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
赤
川
は
か
つ
て
黒
森

付
近
か
ら
北
に
流
れ
て
最
上
川
に
注
い
で
い
た
。
頻
繁

な
水
害
へ
の
対
策
と
し
て
、
庄
内
砂
丘
（
西
山
）
を
掘

り
割
っ
て
直
接
日
本
海
に
注
ぐ
流
路
に
変
え
る
大
工

事 

        

事
が
行
わ
れ
た
の
は
、
大
正
期
か
ら
昭
和
の
初
め
に
か

け
て
の
こ
と
で
あ
る
。 

県
の
当
初
の
計
画
は
、
元
の
流
路
の
ま
ま
一
部
農
家

を
移
転
さ
せ
て
川
幅
を
広
げ
る
も
の
で
、
地
元
の
村
々

に
と
っ
て
は
受
け
入
れ
が
た
い
も
の
だ
っ
た
。
立
退
き

不
要
で
水
田
を
つ
ぶ
さ
な
い
西
山
を
開
削
す
る
方
法

に
変
更
さ
れ
た
の
は
秋
田
県
選
出
の
衆
議
院
議
員
榊

田
清
兵
衛
の
お
か
げ
で
あ
る
と
、
長
い
間
説
明
が
さ
れ

て
き
た
。
酒
田
市
教
育
委
員
会
が
建
て
た
「
榊
田
清
兵

衛
翁
碑
」
説
明
板
（
酒
田
市
奥
井
新
田
）
に
は
「
こ
れ

を
知
っ
た
秋
田
県
の
代
議
士
榊
田
清
兵
衛
は
当
局
に

働
き
か
け
」
と
あ
り
、
酒
田
市
立
光
丘
文
庫
や
国
交
省

の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
も
、
彼
に
よ
る
単
独
の
働
き
と
読

め
る
記
述
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
初
め
て
知
っ
た
時
、

な
ぜ
隣
県
の
政
治
家
な
の
だ
ろ
う
、
山
形
県
の
政
治
家

た
ち
は
何
を
や
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
、
不
思
議
に
思

っ
た
記
憶
が
あ
る
。 

 

〈
特
別
寄
稿
〉

「
私
の
庄
内
地
域
史
研
究
」 

庄
内
地
域
史
研
究
所 

代
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酒田市奥井新田の三所

神社、1928 年建立。 
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と
こ
ろ
で
京
都
に
い
た
頃
か
ら
、
近
現
代
史
の
一
般

的
な
知
識
と
し
て
、
山
形
県
の
満
洲
農
業
移
民
送
出
数

が
全
国
二
位
で
あ
る
こ
と
は
知
っ
て
い
た
。
東
北
地
方

の
他
県
に
比
べ
て
も
か
な
り
多
い
。
長
野
県
が
な
ぜ
一

位
だ
っ
た
か
と
い
う
問
題
意
識
で
の
研
究
が
蓄
積
さ

れ
て
い
る
一
方
で
、
山
形
県
が
多
か
っ
た
理
由
に
つ
い

て
は
追
究
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
い
、
十
年
ほ
ど
前

か
ら
自
分
で
少
し
ず
つ
調
べ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の

中
で
移
民
送
出
の
先
進
地
と
し
て
全
国
的
に
有
名
だ

っ
た
大
和
村(

現
庄
内
町)

の
歴
史
に
「
鶴
見
農
場
」
と

い
う
施
設
が
登
場
す
る
の
を
知
っ
た
。
そ
の
時
は
、「
庄

内
に
鶴
見
と
い
う
苗
字
が
あ
っ
た
の
だ
な
あ
」
と
思
っ

て
い
た
（
鶴
見
は
鶴
岡
白
山
神
社
社
掌
の
家
で
あ
る
）
。 

ま
た
ま
た
話
変
わ
っ
て
、
明
治
初
期
の
ワ
ッ
パ
事
件

の
指
導
者
で
自
由
民
権
運
動
の
活
動
家
で
も
知
ら
れ

る
酒
田
の
森
藤
右
衛
門
に
つ
い
て
勉
強
し
て
以
来
、
庄

内
の
自
由
民
権
派
の
流
れ
に
つ
い
て
気
に
な
っ
て
い

る
。
森
は
早
世
し
た
が
、
彼
の
仲
間
た
ち
の
そ
の
後
は

ど
う
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
気
を
付
け
て
い
る
の
だ
が
、

ま
だ
ま
だ
分
か
ら
な
い
こ
と
だ
ら
け
で
あ
る
。 

庄
内
地
域
に
関
わ
る
あ
れ
こ
れ
の
「
？
」
が
た
く
さ

ん
頭
の
中
に
溜
ま
っ
て
い
る
。
い
つ
か
は
疑
問
を
解
決

し
た
い
と
い
う
思
い
で
様
々
な
資
料
を
読
ん
で
き
た

の
だ
が
、
先
日
『
鶴
見
孝
太
郎
小
伝
』（
一
九
七
九
年
）

を
読
む
機
会
が
あ
っ
た
。
自
由
党
系
の
駒
林
広
運
の
姿

を
見
て
政
界
に
入
り
、
村
長
・
県
議
・
衆
議
院
議
員
を

務
め
た
鶴
岡
の
人
物
で
あ
る
。
大
和
村
の
「
鶴
見
農
場
」

が
鶴
見
の
長
男
の
経
営
だ
っ
た
と
分
か
っ
た
の
も
収

穫
だ
っ
た
が
、
一
番
嬉
し
か
っ
た
の
は
、
赤
川
新
川
工

事
と
の
深
い
関
わ
り
が
知
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
榊
田
が

動
い
た
の
は
大
正
八
年
か
ら
で
あ
る
が
、
鶴
見
は
大
正

六
年
か
ら
県
議
と
し
て
西
山
開
削
を
訴
え
て
い
た
。
落

選
後
に
破
産
し
て
五
十
七
歳
の
若
さ
で
亡
く
な
っ
た

後
で
、
袖
浦
村
か
ら
掘
削
へ
の
謝
恩
と
し
て
金
三
百
円

が
贈
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
墓
碑
が
建
立
さ
れ
た
と
も

書
い
て
あ
っ
た
。 

榊
田
は
二
十
年
に
わ
た
り
連
続
七
回
も
当
選
し
た

大
物
代
議
士
で
、
当
時
の
原
敬
首
相
や
内
務
省
幹
部
に

相
談
す
る
こ
と
が
で
き
た
人
物
で
あ
り
、
一
方
の
鶴
見

は
同
じ
政
友
会
の
政
治
家
と
言
っ
て
も
衆
議
院
議
員

は
一
期
の
み
で
、
し
か
も
晩
年
は
不
遇
だ
っ
た
。
そ
う

し
た
事
情
か
ら
榊
田
一
人
が
顕
彰
さ
れ
て
き
た
の
だ

ろ
う
か
。 

庄
内
に
関
わ
る
一
見
バ
ラ
バ
ラ
な
疑
問
が
一
冊
の

本
に
よ
っ
て
つ
な
が
り
、
解
決
の
糸
口
が
見
つ
か
っ
た
。

い
つ
ど
ん
な
出
会
い
が
あ
る
か
分
か
ら
な
い
。 

さ
て
、
そ
も
そ
も
私
が
庄
内
地
域
史
に
足
を
踏
み
入

れ
た
き
っ
か
け
は
、
「
公
益
学
」
の
大
学
の
開
学
と
同

時
に
山
形
県
に
来
て
、
「
庄
内
は
公
益
の
ふ
る
さ
と
」

と
い
う
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
に
疑
問
を
抱
い
た
こ
と

に
あ
っ
た
。
当
時
は
行
政
と
大
学
が
一
体
と
な
っ
て
、

庄
内
の
あ
れ
こ
れ
を
「
公
益
」
の
事
例
と
し
て
取
り
上 

                          

上 森藤右衛門の顕彰碑 

酒田東高校西の児童公園、2012 年建立。 

左 鶴見孝太郎・久恵の墓 

鶴岡市白山の宝山寺、1931 年 9 月 22 日建立。 
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げ
て
い
た
。
本
間
家
は
公
益
の
家
、
山
居
倉
庫
は
公
益

の
倉
庫
、
羽
黒
の
松
ヶ
岡
開
墾
は
公
益
的
な
事
業
と
い

っ
た
具
合
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
「
公
益
」
と
い
う
語
の

定
義
自
体
が
難
し
い
問
題
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も

歴
史
の
題
材
を
美
談
化
す
る
の
は
い
か
が
な
も
の
か

と
、
人
権
論
や
社
会
運
動
史
の
知
識
を
土
台
と
し
て
地

域
史
の
文
献
を
読
み
始
め
た
私
は
違
和
感
を
抱
い
た
。

そ
の
思
い
を
周
囲
の
人
に
理
解
し
て
も
ら
う
の
は
難

し
い
。
説
明
す
る
に
は
よ
り
正
確
に
知
る
必
要
が
あ
る
。

ま
す
ま
す
文
献
を
読
ま
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
っ
た
。

そ
れ
が
出
発
点
で
あ
る
。 

よ
う
や
く
、
庄
内
地
域
の
近
代
史
に
お
い
て
は
、
旧

藩
主
周
辺
の
士
族
グ
ル
ー
プ
（
御
家
禄
派
）
や
日
本
一

の
大
地
主
だ
っ
た
本
間
家
の
強
大
な
力
が
歴
史
の
伝

承
や
評
価
に
影
響
し
て
き
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
、

い
く
つ
か
の
謎
が
解
け
始
め
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

          

か
と
言
っ
て
、
そ
の
事
情
を
固
定
的
に
捉
え
る
と
、
真

相
が
見
え
な
く
な
り
そ
う
で
、
細
部
の
検
証
が
必
要
で

あ
る
。 

現
在
取
り
組
ん
で
い
る
テ
ー
マ
の
一
つ
が
、
庄
内
一

丸
と
な
っ
て
推
進
さ
れ
た
満
洲
農
業
移
民
送
出
活
動

で
あ
る
。
地
主
の
経
営
に
と
っ
て
、
農
民
の
渡
満
は
マ

イ
ナ
ス
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
彼
ら
は
旗
振
り
役
を
務
め
た
。
ど
の
よ
う
な
事
情

が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、
北
海
道
開
拓
使
の
大
判

官
を
辞
め
て
郷
里
鶴
岡
に
帰
り
、
野
に
あ
っ
て
御
家
禄

派
を
冷
や
や
か
に
見
て
い
た
松
本
十
郎
は
、
庄
内
の
民

権
派
と
ど
う
繋
が
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
鶴
見
孝
太
郎

の
話
の
よ
う
に
、
ど
こ
か
で
つ
な
が
っ
て
い
る
か
も
し

れ
な
い
。 

私
が
抱
く
様
々
な
疑
問
に
新
た
な
視
点
を
与
え
て

く
れ
る
文
献
の
一
つ
に
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ケ
リ
ー
著
『
十 

          

九
世
紀
の
庄
内
に
お
け
る
服
従
と
反
抗(

仮
題)

』
が
あ

る
。
日
本
語
訳
が
な
い
た
め
に
従
来
知
ら
れ
て
来
な
か

っ
た
。
手
掛
け
て
数
年
、
共
同
で
の
翻
訳
作
業
も
大
詰

め
を
迎
え
、
今
年
は
完
了
の
予
定
で
あ
る
。
庄
内
地
域

史
に
新
た
な
局
面
を
開
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
思
う
。 

私
の
作
業
は
、
県
史
や
市
町
村
史
を
は
じ
め
と
し
て
、

多
く
の
先
人
の
残
し
て
く
れ
た
膨
大
な
先
行
研
究
あ

っ
て
こ
そ
可
能
で
あ
る
。
山
形
県
に
関
わ
っ
て
日
が
浅

い
の
で
仕
方
が
な
い
の
だ
が
、
読
ま
ね
ば
な
ら
な
い
は

ず
の
未
読
本
が
山
の
よ
う
に
あ
る
。 

浅
学
の
身
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
つ
つ
、
厚
か
ま
し

く
も
少
し
ず
つ
小
文
を
発
表
し
て
い
る
。
そ
れ
は
外
で

も
な
い
。
余
命
は
計
算
で
き
な
い
か
ら
完
璧
を
期
し
て

は
い
ら
れ
な
い
、
た
と
え
不
完
全
な
中
間
発
表
で
あ
っ

て
も
、
研
究
成
果
を
誰
も
が
利
用
で
き
る
よ
う
な
形
に

し
て
お
き
た
い
か
ら
で
あ
る
。
庄
内
地
域
史
を
新
し
く

見
直
す
取
り
組
み
に
は
多
少
の
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う

と
信
じ
て
の
こ
と
で
あ
る
。 

『
山
形
県
史
近
現
代
編
』
上
下
巻
の
刊
行
は
、
一
九

八
四
年
・
一
九
八
六
年
で
、
既
に
三
十
年
以
上
が
過
ぎ

た
。
よ
く
ぞ
こ
こ
ま
で
す
ぐ
れ
た
執
筆
者
を
集
め
て
研

究
成
果
を
集
大
成
し
た
も
の
だ
と
感
心
す
る
が
、
そ
れ

で
も
そ
の
時
点
で
の
集
大
成
で
あ
る
。
刊
行
後
に
視
点

の
変
化
や
新
資
料
の
発
見
が
あ
っ
た
。
先
行
研
究
を
読

ん
で
活
か
し
つ
つ
、
積
極
的
に
新
し
い
課
題
に
チ
ャ
レ

ン
ジ
し
て
い
き
た
い
。 

 

松本十郎の顕彰碑 

鶴岡市立図書館の正面、2001 年建立。 

『荘内日報』2014 年 2 月 25 日付 

「ケリー教授と語る会」の紹介記事。 
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④  

山形県

『山形市史』上巻（原始・古代・中世編）／中巻（近世編）／下巻（近代編）／近現代編／現代編／史料編１（最上氏関係史料）
／史料編２（事林日記上）／史料編３（事林日記下）／史料編４（市・村合併資料）／年表・索引編／別巻１（嶋遺跡）／別巻２
（生活・文化編）
『米澤市史』
『続米沢市史』
『米沢市史』第１巻（原始･古代･中世編）／第２巻（近世編１）／第３巻（近世編２）／第４巻（近代編）／第５巻（現代編）／ 資料
篇１（古代・中世史料）／資料篇２（近世史料１）／資料篇３（近世史料２）資料篇４（近現代史料１）／資料篇５（近現代史料２）／
民俗編／大年表・索引・要覧
『鶴岡市史』上・中・下巻
『酒田市史』上・下巻／（改訂版）上・下・別巻／史料篇１～８／年表／（改訂版）年表
『新庄市史』昭和３７年発行
『新庄市史』第１巻（自然・原始・古代・中世編）／第２巻（近世　上）／第３巻（近世　下）／第４巻（近現代　上）／第５巻（近現
代　下）／史料編（上・下）別巻（民俗編／自然・文化編）
『寒河江市史』上巻（原始・古代・中世編）／中巻（近世編）・下巻（近代編・現代編）／慈恩寺中世史料／大江氏ならびに関係
史料／慈恩寺最上院日記　上／別編（民俗・生活編／環境編・考古編）／寒河江市史年表／新編　寒河江の歴史年表
『上山市史』上巻（原始・古代・中世・近世編）／中巻（近世・近代編）／下巻（現代編）／別巻上（遺跡・遺物編）／別巻下（民
俗資料編）
『村山市史』本巻１（原始・古代・中世編）／本巻２（近世編）／本巻３（近現代編　上・下巻）／本巻４（地理・生活文化編）／本
巻５（芸術文化編）／別巻１（原始・古代編）／別巻３（近世資料編）／別巻４（近代資料編）
『長井市史』第１巻（原始・古代・中世編）／第２巻（近世編）／第３巻（近現代編）／第４巻（風土・文化・民俗編）／年表・索引
編／通史　第１巻（原始・古代・中世編）
『天童市史』上巻（原始・古代・中世編）／中巻（近世編）／下巻（近・現代編）／別巻上（地理・考古篇）別巻下（文化・生活篇）
／市政施行五十周年記念
『東根市史』通史篇　上・下巻／別巻上（考古・民俗篇）／総目・索引・年表
『尾花沢市史』上・下巻
『南陽市史』上巻（地質・原始・古代・中世）／中巻（近世）／下巻（近代・現代）／別編（考古資料編／民俗編／年表・写真でみ
る南陽市史）
『山辺町史』上・下巻
『中山町史』上・中・下巻／年表（第一編　原始･古代・中世・近世）／年表（第二編　近代）
『河北町の歴史』上・中・下巻／現代編／年表
『西川町史』上巻（原始・古代・中世・近世編）／下巻（近代・現代・民俗編）／西川町史年表
『朝日町史』上・下巻／朝日町の歴史
『大江町史』本編／地誌編／年表編
『大石田町誌』
『大石田町史』上・下巻／別巻（通史編・写真でみる大石田のあゆみ）
『金山町史』通史編
『最上町史』上・下巻
『舟形町史』
『真室川町史』昭和４４年発行／平成９年発行
『大蔵村史』昭和４９年発行／通史編／集落編
『鮭川村史』通史編／集落編
『最上郡戸澤村史』
『戸沢村史』昭和４０年発行／上・下巻
『高畠町史』上・中・下巻／別巻（考古資料編）
『川西町史』上・下巻・別巻
『小国町史』
『白鷹町史』上・下巻／現代編
『飯豊町史』上・下巻／年表・索引
『三川町史』全／上巻

<旧市町村>
『藤島町史』上・下巻『羽黒町史』上・下・別巻／年表『櫛引町史』黒川能史編／昭和５３年発行『朝日村史』上・下巻／年表
『朝日村誌』（一）湯殿山／（三）神社は語る下／（四）神社誌『温海町史』上・中・下巻『京田村史』『西郷村史』『大山町史』
『大泉村史』『立川町史』上・下巻『余目町史』上・下巻／年表『八幡町史』上・下巻／年表／図説八幡町史『松山町史』上・
下巻／年表（昭和５０年発行）／年表（平成１７年発行）『平田町史』昭和４６年発行／上・中・下巻／年表『赤湯町史』『沖郷村
史（全）』『中郡村史』『添川村史』『村史なかつがわ』『屋代村史』『高松村史』『明治村史』『金井村誌』『本澤村誌』『髙﨑
村誌』
※資（史）料集、編纂資料等は省略



  

県史資料室所蔵の市町村史
                            

                            

                            

                            

 

⑤  

北海道

『新札幌市史』　第３巻（通史編３）／第七巻（史料編２）『函館市史』通説編　第１巻～第３巻／史料編　第１・２巻／統計史料
編／都市・住文化編／銭亀沢編／函館都市の記録『滝川市史』続巻（北海道滝川市）『松前町史』史料編　第１巻～第４巻／
松前史年表『標茶町史』　通史編  第１巻～第３巻（北海道川上郡）／資料編　年表（北海道川上郡）『新稿　伊達町史』上巻・
下巻（北海道）『稚内市史』第二巻『永山町史』（旭川市刊）『（旧）遠軽町史』複写（Ｐ４８～９９／Ｐ１２６～２０５）

青森県
『新青森市史』　資料編１（考古）／資料編２（古代・中世）／資料編３（近世１）／資料編４（近世２）／資料編５（近世３）／資料
編６（近代１）／資料編７（近代２）／別編２（教育２）／別編教育（別巻）「年表・学校沿革」『田舎館村誌』中・下巻

秋田県 『（旧）雄勝町史』

宮城県

『仙臺市史』第１巻　本編１（昭和２９年発行）『仙台市史』通史編１（原始・原始旧石器時代「改訂版」）／通史編２（古代中世）
／通史編３（近世1）／通史編４（近世２）／通史編５（近世３）／通史編６（近代１）／通史編７（近代２）／通史編８（現代１）／通
史編９（現代２）／資料編１（古代中世）／資料編２（近世１　藩政）／資料編３（近世２　城下町）／資料編４（近世３　村落）／資
料編５（近代現代１　交通建設）／資料編６（近代現代２　産業経済）／資料編７（近代現代３　社会生活）／資料編８（近代現代
４　政治・行政・財政）／資料編９（仙台藩の文学芸能）／資料編１０（伊達政宗文書１）／資料編１１（伊達政宗文書２）／資料編
１２（伊達政宗文書３）／資料編１３（伊達政宗文書４）／特別編１（自然）／特別編２（考古資料）／特別編３（美術工芸）／特別
編４（市民生活）／特別編５（板碑）／特別編６（民俗）／特別編７（城館）／特別編８（慶長遣欧使節）／特別編９（地域誌）／年
表・索引『石巻の歴史』第１巻　通史編　（上）／第２巻　通史編（下の１・２）／第３巻（民俗・生活編）／第４巻（教育・文化編）／
第５巻（産業・交通編）／第６巻（特別史編）／第７巻資料編１（考古編）／第８巻　資料編２（古代・中世編）／第９巻　資料編３
（近世編）／第１０巻　資料編４（近・現代編）『登米町誌』第２・３・４巻

福島県 『福島市史』別巻１（図説）『（旧）梁川町史』第５巻　資料編Ⅱ（古代・中世）

茨城県
『結城市史』　第１巻（古代中世史料編）／第２巻（近世史料編）／第３巻（近現代史料編）／第４巻（古代中世通史編）／第５巻
（近世通史編）／第６巻（近現代通史編）『龍ヶ崎市史』別編Ⅱ（龍ヶ崎の中世城郭跡）『日立市史』図説（市制五十周年記念）

埼玉県 『さいたま市史』鉄道編『川口市史』縮小板『(旧)大井町史』民俗編／図説（大井の歴史図説）

千葉県 『佐倉市史』　巻１～巻４／民俗編／考古編『松戸市史』中巻（近世編）『木更津市史』富来田編

神奈川県

『横浜市史Ⅱ』　第１巻（上・下）／資料編１～５『平塚市史』第１巻　資料編（古代・中世）／第２巻　資料編（近世１）／第３巻
資料編（近世２）／第４巻　資料編　（近世３）／第５巻　資料編（近代１）／第６巻　資料編（近代２）／第７巻　資料編（近代３）／
第８巻　資料編（現代）／第９巻　通史編（古代・中世・近世）／第１０巻　通史編（近代・現代）／第１１巻（上・考古１）（下・考古
２）／第１２巻　別編（民俗）『茅ヶ崎市史』現代８（市民の半世紀）

新潟県 『（旧）中条町史』　資料編　第１巻（考古・古代・中世）

富山県 『富山市史』　第１巻～第３巻

愛知県
『新編　岡崎市史』　第６巻　史料編（古代中世）／第７巻　史料編（近世・上）／第８巻 史料編（近世・下）／第９巻　史料編（近
代・上）／第１０巻　史料編（近代・下）第１１巻　史料編（現代）／第１２巻　民俗（別巻）／第１５巻　史料編（考古・上）／第１６巻
史料編（考古・下）／第１９巻　史料編（民俗）『知多市誌』本文編／資料編１～４

三重県 『亀山市史』美術工芸編／ＤＶＤ

滋賀県 『彦根市史』上冊・中冊・下冊

広島県
『広島新史』行政編／都市文化編／歴史編／財政編／地理編／市民生活編／社会編／経済編／資料編Ⅰ（都築資料）／資
料編Ⅱ（復興編）／資料編Ⅲ（地図編）／資料編Ⅳ（統計編）／年表編／図説　広島市史

山口県 『岩国市史』昭和３２年発行／下巻（昭和４６年発行）

福岡県 『柳川市史』史料編Ⅰ～Ⅶ／別編（新柳川明証図会）／別編（図説立花家記）／別編（地図のなかの柳川）

佐賀県 『玄海町史』 上巻・下巻



  

       

山
形
県
公
文
書
セ
ン
タ
ー
に
は
、
大
正

八
（
一
九
一
九
）
年
か
ら
昭
和
二
十
二
（
一

九
四
七
）
年
ま
で
の
「
県
参
事
会
関
係
」

の
資
料
が
九
十
六
冊
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
参
事
会
」
と
は
ど
う
い
う
会
だ
っ
た
の

か
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
多
く
の
資
料
が
残

さ
れ
て
き
た
の
か
、
県
史
資
料
室
所
蔵
の

『
山
形
県
史
』
や
『
山
形
県
議
会
八
十
年

史
』
等
の
資
料
か
ら
見
て
み
ま
す
。 

「
府
県
参
事
会
」
が
設
置
さ
れ
た
の
は
、

明
治
二
十
三
（
一
八
九
〇
）
年
に
府
県
制

が
公
布
さ
れ
て
以
降
の
こ
と
に
な
り
ま
す
。

参
事
会
は
、
知
事
、
高
等
官
二
名
お
よ
び

名
誉
職
参
事
会
員
（
県
に
あ
っ
て
は
県
会

議
員
の
互
選
に
よ
っ
て
四
名
を
選
出
）
で 

      

           

構
成
さ
れ
る
副
議
決
機
関
で
、
議
長
は
知

事
が
あ
た
り
招
集
権
も
知
事
に
あ
り
ま
し

た
。
ま
た
そ
の
職
務
権
限
は
、
府
県
の
権

限
に
属
す
る
事
件
で
臨
時
急
施
を
要
し
、

知
事
が
府
県
会
を
招
集
す
る
暇
が
な
い
と 

認
め
る
時
、
府
県
会
に
代
わ
っ
て
議
決
す

る
こ
と
な
ど
、
七
項
目
が
定
め
ら
れ
て
い 

ま
し
た
。 

 

府
県
制 

第
四
三
条 

府
県
参
事
会
ノ

職
務
権
限
左
ノ
如
シ 

１ 

府
県
会
ノ

権
限
ニ
属
ス
ル
事
件
ニ
シ
テ
其
委
任
ヲ

受
ケ
タ
ル
モ
ノ
ヲ
議
決
ス
ル
事 

２ 

府
県
会
ノ
権
限
ニ
属
ス
ル
事
件
ニ
シ
テ

臨
時
急
施
ヲ
要
シ
府
県
知
事
ニ
於
テ
府

県
会
ヲ
招
集
ス
ル
ノ
暇
ナ
シ
ト
認
ム
ル

ト
キ
府
県
会
ニ
代
テ
議
決
ヲ
為
ス
事 

３ 

府
県
会
ノ
定
メ
タ
ル
方
法
ノ
範
囲

内
ニ
於
テ
府
県
有
財
産
ノ
管
理
又
ハ
営

造
物
ノ
維
持
ニ
関
シ
必
要
ナ
ル
事
件
ニ

付
議
決
ヲ
為
ス
事 

４ 

府
県
ノ
費
用

ヲ
以
テ
支
弁
ス
ル
工
事
ノ
次
第
順
序
其

他
必
要
ナ
ル
事
件
ニ
付
議
決
ヲ
為
ス
事 

５ 

府
県
知
事
及
其
他
官
庁
ノ
諮
問
ニ 

対
シ
意
見
ヲ
述
フ
ル
事 

６ 

府
県
知

事
ヨ
リ
発
ス
ル
府
県
会
議
案
ニ
付
府
県 

知
事
ニ
意
見
ヲ
述
ヘ
及
会
議
ニ
報
告
ス

ル
事 

７ 

臨
時
必
要
ア
ル
ト
キ
府
県

ノ
出
納
ヲ
検
査
ス
ル
事 

 

其
他
法
律

命
令
ニ
依
リ
府
県
参
事
会
ノ
権
限
ニ
属

ス
ル
事
務
ヲ
処
理
ス
（
『
山
形
県
議
会 

百
年
の
あ
ゆ
み
』） 

 

参
事
会
は
い
わ
ば
「
議
会
の
中
の
議
会
」

と
も
い
う
べ
き
存
在
で
、
参
事
会
員
は
、

県
会
議
員
た
ち
に
と
っ
て
、
議
長
・
副
議

長
職
に
次
い
で
憧
れ
の
ポ
ス
ト
で
し
た
。

そ
の
地
位
を
め
ぐ
り
、
議
員
た
ち
が
し
の

ぎ
を
削
っ
た
と
言
わ
れ
ま
す
。 

「
県
参
事
会
」
の
様
子
を
、「
県
参
事
会

関
係 

大
正
十
五
年
（
一
）」
の
記
事
の
中

か
ら
拾
っ
て
み
ま
す
。
同
資
料
の
目
次
に

は
一
年
間
で
八
十
四
の
議
案
項
目
が
あ
り

「
急
議
」
の
文
字
が
多
く
目
に
入
り
ま
す
。 

「
大
正
十
五
年
度
山
形
縣
歳
入
歳
出
追
加

予
算
」「
参
事
会
決
議
事
項
報
告
の
件
（
内

務
大
臣
）」「
臨
時
県
會
附
議
案
伺
」
等
の

項
目
が
並
び
ま
す
。
そ
の
中
の
「
九
月
九

日
起
草 

県
参
事
会
附
議
案 

急
議
第
二

二
號 

不
動
産
處
分
の
件
」
は
、「
郡
役
所

廃
止
」
に
か
か
わ
る
案
件
で
す
。 

大
正
十
二
年
四
月
、
自
治
体
と
し
て
の

郡
制
が
廃
止
さ
れ
ま
し
た
。
郡
制
廃
止
後

も
、
郡
役
所
や
郡
長
は
、
県
や
町
村
と
の

中
間
的
な
行
政
指
導
機
関
と
し
て
し
ば
ら

く
存
在
を
続
け
ま
す
が
、
地
方
行
政
機
関

の
簡
素
化
、
事
務
の
簡
捷
、
町
村
の
自
立

化
等
の
た
め
、
十
五
年
七
月
一
日
よ
り
廃

止
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
郡
役
所
廃

止
に
伴
い
郡
庁
舎
が
廃
棄
さ
れ
る
こ
と
と

な
り
、
建
造
物
は
ど
の
機
関
に
充
用
さ
れ

て
い
く
の
か
、
県
民
の
大
き
な
関
心
ご
と

の
一
つ
と
な
り
、
払
い
下
げ
を
め
ぐ
り
、

各
所
に
紛
争
が
あ
り
ま
し
た
。
い
の
一
番

に
名
乗
り
を
上
げ
た
の
は
県
農
会
で
し
た
。

十
五
年
二
月
に
、
県
農
会
長
で
あ
る
県
会

議
員
が
県
知
事
を
訪
問
し
、
直
接
要
望
を

し
て
い
ま
す
。
郡
庁
の
処
分
は
そ
れ
ぞ
れ

の
思
惑
が
ぶ
つ
か
り
、
簡
単
に
は
進
み
ま

せ
ん
で
し
た
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

九
月
十
一
日
の
参
事
会
に
お
い
て
、
南

置
賜
郡
庁
舎
は
じ
め
、
各
郡
庁
舎
の
処
分

 ⑥ 

《
資
料
紹
介
》 

県
参
事
会
関
係
資
料 

（
公
文
書
セ
ン
タ
ー
及
び
県
史
資
料
室
） 

 

 「県参事会関係」 

（公文書センター所蔵） 

『山形県史』『山形県議会八十年史』

『山形県議会百年のあゆみ』 

       （県史資料室所蔵） 



  

案
が
提
案
さ
れ
、
話
し
合
い
が
も
た
れ
ま

し
た
。
下
の
資
料
①
は
「
廃
案
」
と
記
さ

れ
た
添
付
資
料
の
南
置
賜
郡
庁
舎
の
記
事

で
あ
り
、
資
料
②
は
主
任
、
土
木
課
長
・

庶
務
課
長
・
産
業
課
長
、
内
務
部
長
、
知

事
と
稟
議
さ
れ
た
資
料
の
記
事
で
す
。「
廃

案
」
で
は
冒
頭
の
一
項
目
が
削
除
さ
れ
、

そ
の
後
の
項
目
も
加
除
修
正
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
そ
れ
を
整
理
し
た
稟
議
資
料
に
も
、

細
部
に
わ
た
り
、
加
除
修
正
・
原
文
復
帰

の
手
が
加
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

『
山
形
県
議
会
八
十
年
史
Ⅱ
大
正
篇
』

に
は
、
当
時
の
参
事
会
の
話
し
合
い
の
詳

細
が
「
傍
聴
記
」
と
し
て
記
さ
れ
て
い
ま

す
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
政
友
会
の
県
会
議

員
と
憲
政
会
系
の
内
務
部
長
と
の
激
し
い

対
立
が
う
か
が
わ
れ
ま
す
。
興
味
の
あ
る

方
は
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

南
置
賜
郡
役
所
は
そ
の
後
、
県
の
建
物

と
し
て
山
形
県
米
沢
土
木
出
張
所
と
山
形

県
米
沢
財
務
出
張
所
が
置
か
れ
、
一
部
は

南
置
賜
郡
農
会
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
と
な

り
ま
し
た
。（『
米
沢
市
史 

近
代
編
』） 

 

政
党
政
治
が
確
立
し
た
時
代
。
そ
の
地

方
政
治
の
一
面
を
、
残
さ
れ
た
参
事
会
資

料
が
物
語
っ
て
い
ま
す
。 

 

                            

                            

                            

 

左 

資
料
① 

県
参
事
会
附
議
案 

南
置
賜
郡
役
所
處
分
案 

「
廃
案
」
資
料 

 
 
 
 
 
 

（
公
文
書
セ
ン
タ
ー
所
蔵
） 

 

左 

資
料
② 

県
参
事
会
附
議
案 

南
置
賜
郡
役
所
處
分
案 

稟
議
資
料 

 
 
 
 

（
公
文
書
セ
ン
タ
ー
所
蔵
） 

  

  

          

⑦ 

 



  

歴史公文書のレプリカ 

      

山
形
県
公
文
書
セ
ン
タ
ー
は
、
令
和
二

年
二
月
一
日
よ
り
山
形
市
に
あ
る
遊
学
館

二
階
へ
移
転
、
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ
ン

し
ま
し
た
。 

            

公
文
書
セ
ン
タ
ー
は
、
平
成
二
十
七
年

十
一
月
九
日
、
村
山
総
合
支
庁
西
庁
舎 

（
現
‥
西
村
山
地
域
振
興
局
）
の
県
史
資

料
室
に
併
設
さ
れ
、
新
設
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
ま
で
皆
様
に
は
、
多
大
な
ご
理
解
や

ご
協
力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

        

 

 
 

      

さ
て
、
二
月
一
日
（
土
）、
二
日
（
日
）

に
は
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ
ン
企
画
と
し

て
、
公
文
書
セ
ン
タ
ー
職
員
に
よ
る
展
示

解
説
「
歴
史
公
文
書
っ
て
ど
ん
な
も
の
？

～
実
際
に
触
っ
て
読
ん
で
み
よ
う
～
」
を

行
い
、
多
く
の
方
に
ご
参
加
い
た
だ
き
ま

し
た
。
他
に
も
「
歴
史
公
文
書
の
レ
プ
リ

カ
（
複
写
）」
の
展
示
や
、「
県
民
歌
「
最

上
川
」
の
制
定
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
行

啓
に
係
る
文
書
」
の
参
考
展
示
も
行
い
ま

し
た
。 

企
画
展
の
中
で
、
普
段
は
あ
ま
り
目
に

す
る
機
会
の
な
い
歴
史
公
文
書
を
ご
覧
い

た
だ
い
た
こ
と
で
、
山
形
県
の
歴
史
を
感

じ
て
い
た
だ
け
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ

て
い
ま
す
。
「
歴
史
公
文
書
の
レ
プ
リ
カ

（
複
製
）」
は
、
常
設
展
示
と
し
て
現
在
も

ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
の
で
、
ど
う
ぞ
お
気

軽
に
お
立
ち
寄
り
く
だ
さ
い
。 

 

公
文
書
セ
ン
タ
ー
で
は
、
県
が
作
成
又

は
取
得
し
た
文
書
で
、
保
存
期
間
が
満
了

し
た
も
の
の
う
ち
、
歴
史
資
料
と
し
て
重

要
な
公
文
書
を
保
存
・
管
理
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
歴
史
公
文
書
は
、
ご
請
求
い
た

だ
け
れ
ば
ど
な
た
で
も
ご
覧
い
た
だ
く
こ

と
が
で
き
ま
す
。 

な
お
、
ご
請
求
い
た
だ
い
て
か
ら
、
内

容
審
査
の
た
め
ご
利
用
ま
で
に
お
時
間
を

い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
山
形
県
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
目
録
の
公
開
も
行
っ
て
お
り
ま

す
。
皆
様
の
ご
利
用
を
お
待
ち
し
て
お
り

ま
す
。 

 

◆
移
転
場
所
◆ 

〒
九
九
〇
❘
〇
〇
四
一 

 

山
形
県
山
形
市
緑
町
一
丁
目 

二
の
三
十
六 

電
話
‥ 

〇
二
三
❘
六
七
六
❘
六
五
一
二 

（
Ｆ
Ａ
Ｘ
番
号
共
通
） 

遊
学
館
の
二
階
に
あ
り
ま
す
。 

 

◆
休
館
日
◆ 

 

日
曜
日
、
月
曜
日
、
祝
日 

年
末
年
始 

（
十
二
月
二
十
九
日
～
一
月
三
日
） 

         

  

 

 山
形
県 

県
史
だ
よ
り 

第
十
六
号 

 
 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
発
行 

 

編
集
・
発
行 

 
 

山
形
県
総
務
部
学
事
文
書
課
分
室 

 
 

 

県
史
資
料
室 

 

〒
九
九
一
❘
八
五
〇
一 

 
 

寒
河
江
市
大
字
西
根
字
石
川
西
三
五
五 

 
 

 

村
山
総
合
支
庁
西
村
山
地
域
振
興
局 

 
 

電
話 

〇
二
三
七
❘
八
三
❘
一
二
一
五 

 
 

Ｆ
Ａ
Ｘ
〇
二
三
七
❘
八
三
❘
一
二
一
六 

山
形
県
公
文
書
セ
ン
タ
ー

移
転
の
お
知
ら
せ 

⑧ 

展
示
解
説
の
様
子 

（
於
‥
山
形
県
公
文
書
セ
ン
タ
ー
） 


